








要約:都市部における周産期医療システムのあり方について、周産期医療センターの適正

な配置と内容について検討した。都市部においては総合周産期センター機能を持つ複数の

施設と二次施設としての地域周産期医療センターの他に、既存の関連施設を如何にシステ

ム化するかが大切である。大阪における周産期医療システムのあり方について具体的に考

案する中で、総合あるいは地域周産期医療センターの基準に合わないからといって除外す

るのではなく、どのような形でシステムに参加できるかということが大切であることが明

らかになった。また、周産期医療システムを考える上で重要な、母体搬送の定義・概念に

ついても考察し「母体搬送とは母体・胎児管理をおこなうため、妊婦を高度医療機開に搬

送することをいい、胎児医療と高度の母体管理の対象となる疾患を有する妊産婦(母体・

胎児)の搬送と定義する。すなわち、母児の救命を目的に、必要な人員・設備をもつ医療

機関へ妊産婦(母体・胎児)の搬送を意味し、緊急時のみでなく非緊急時の搬送を含んだ概

念である。」と定義した。


